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新しい基本法の下での

政策展開の考え方

(10～20年先を見据えた法の制定)

食料政策の確立

国際化への対応

農 政 の

重点化・効率化

離島・中山間地対策

・生産・輸入・備蓄・加工・流通・販売までをトータルに捉えた総合的な食料政策の確立

・食料安全保障の問題は、国民の負担コストを勘案しつつ、想定する食料危機に応じた対策の吟味が必要

　①短期的な食料危機（局地的天候不順等）：備蓄体制の整備、多角的な輸入先の確保、食料輸出国との良好な関係維持等

　②継続的な食料危機（戦争等）：有事における総合的危機管理政策の確立（有事における土地利用計画の制定、食料の供給・流通体制の整備等）

　③超長期的な食料危機（世界の食料需給の逼迫等）：平時より、産業としての農業確立のための各種農業政策や優良農地の確保、農業技術開発と発展途上国への移転等

・ＷＴＯルールの維持強化のために最大限の努力

・コメの関税化不可避→そのための体制整備を急ぐ必要性

・輸出も視野に入れた積極的な農業経営

・食料外交の推進

(1)〈農政の目標の重点化〉

　①魅力ある職業としての農業の確立

　　：規制緩和の徹底により、営農者の自主性と創意工夫の発揮

　②産業としての農業の確立

　　：消費者ニーズへの的確な対応、差別化

　　：高付加価値化（高品質化、第二次・三次産業との連携・融合化）

　　：大規模化（→生産コストの削減、経営の安定化）

(2)〈農政対象の重点化〉

：効率的・安定的な農業経営を行ういわゆるプロの農家と農業生産法人に

　重点化

[現行農家の定義：「経営耕地面積が10a以上、又は過去1年間の農産物販売金額が15

万円以上の世帯」（平成７年農業センサス）]

(1)優良農地の保全と構造政策の重点化

①農地としてのゾーニングの設定と転用規制の強化、

　農地の集約化(地主組合方式の活用等)

②農地法の抜本的見直し（優良農地の確保と農地の有効活用）

③基盤整備事業等の低コスト化と国費投入の重点化

(2)多様な担い手の確保

　①農業生産法人制度の充実

（事業要件、構成員要件、経営責任者要件の緩和）

②その一環として、株式会社経営を農業経営の選択肢に追加

（その前提として農地転用規制の強化、段階的な解禁）

(3)消費者負担型価格政策の見直し

　①行政価格・国境措置の段階的引き下げ
　　　　　　　　　　　　　　(時限的な財政負担型所得政策への転換)

　②５年程度を目途に、価格支持制度の原則廃止

　③食糧法の見直し

：政府の役割を備蓄運営に限定、

　規制緩和の徹底による自由な経営展開の推進

：個々 の生産者の経営判断に基づいた生産調整

：市場原理に基づく価格形成

→統一的な現物市場の設立、先物市場の検討

(4)農業技術に係る研究開発の強化：技術集約型産業としての確立

(5)農協制度の見直し：営農者のための協同組合化、

　　　　　全国的な農協連合会に対する独禁法適用除外の妥当性

わが国農業をめぐる環境変化
・農業生産基盤の脆弱化

（担い手の高齢化・兼業化、耕作放棄地の増加）

・国際化の進展

・国及び地方の厳しい財政事情
60年度 95年度

農業就業者数（万人）
(総就業者数に占める割合）

1,196

(27％)

327

(５％)

うち65歳以上の割合

(全産業の平均)

―

(4.4％)

４０％

(7.2％)

第二種兼業農家比率※ 32％ 65％

新規学卒就農者(万人)※ 7.9＊ 0.2

農地面積(万ha)※ 607 504

耕作放棄地(万ha)※ ― 16.2

供給熱量自給率 79％ 42％

農産物輸入額(億＄)※

(総輸入額に占めるｼｪｱ）
8.8

(20%)

393.9

(12%)

農業総生産(兆円)

(GDPに占める割合)

1.5

(9.0％)

7.6**

(1.6％)

農林水産関係予算(億円)※※

(一般歳出に占める割合)
1,319

(10.5%)

35,400

(7.8％)

国・地方の公債残高(兆円) ０ 476***

国民負担率 22％ 38％***

　※暦年の値　※※当初予算ﾍ゙ ｽー

＊62年度の値　**94年度の値　***97年度の値

財政負担型所得政策の導入に係る検討

　①財政給付を行う目的（地域経済の安定、環境保全等）の限定化

　　地域限定・所得制限の設定、チェック体制の整備

　②財源は、農林水産予算全般の見直しにより捻出

　　（関連公共事業等の効率化・重点化）

・離島・中山間地を一括りにせず、「産業としての農業」を模索

・「産業としての農業」の確立が難しい、離島・中山間地における農業保護

　については、政策目的（地域経済の安定・環境保全等）と必要性を吟味

⇒政策目的の達成に最も適した政策手段の実施

　(農業以外の方法によって政策目的を達成する場合との比較)

農業者と企業との連携強化

　・契約栽培や資本協力など川上と川下との連携強化、アグリ・ビジネスの育成

　・農業生産資材価格の低減や流通・加工部門におけるコスト低減に向けた努力

現行農業基本法(1961年制定)の
２つの政策目標とその達成度

(1)農工間の生産性格差の是正

⇒農業の比較生産性は依然として３割程度
①労働生産性の伸び：農業4.8倍,製造業4.9倍
②製造業に対する農業の比較生産性

　　　　　：60年度20％　⇒　95年度30%
③一戸当たり経営耕地面積
　全国平均　：60年度0.9ha　⇒　95年度1.5ha
　都府県平均：60年度0.8ha　⇒　95年度1.1ha

(2)農工間の所得格差の是正

⇒格差は是正されたが、

　　　　　　　　兼業収入の増加に依存
①世帯員一人当たり所得（農家/勤労者世帯）
　　　　　　：60年度70％　⇒　95年度111％
②農業所得の農家総所得に占める割合
　　　　　　：60年度50％　⇒　95年度16％


